
令 和 6 年 度  学 費 等 の 納 入 に つ い て （ ご 案 内 ） 

 

１. 納 入 期 日 

前 期 ： 令 和 6 年 4 月 3 0 日 （ 火 ） 

後 期 ： 令 和 6 年 10 月 28 日 （ 月 ） 

※「高等教育の修学支援新制度」対象者は 前期：7 月 29 日・後期：12 月 27 日 

※ 短期大学部（3 年 LaLa 履修制度）の月割分納者は、引き続き 

毎月 ①27 日（令和 6 年度入学者）・②12 日（令和 5 年度以前入学者） 

 

２. 納 入 方 法 

① 令和 6 年度入学者（新入生の方） 

‣ 前期分は、入学手続き費として振込みにより徴収しています。 

‣ 後期分は、入学手続き時にご登録いただいた口座からの引落しにより納入 

いただきます。 

※ 詳細は入学手続き書類「学費等納入金の口座引落予定について（ご案内）」をご確認 

ください。 

② 令和 5 年度以前の入学者（在学生の方） 

‣「振込依頼書」にて、期日までにお振込みをお願いいたします。 

※「振込依頼書」は令和 6 年 3 月末までに在学保証人様のご住所に郵送いたします。 

令和 6 年度分（前期・後期・年額）を一度にお送りいたします。 

※「振込依頼書」の再発行が必要な方は、「学生生活課」までご連絡ください。 

※ 徴収猶予を希望される方は、前期：令和 6 年 3 月 7 日・後期：令和 6 年 9 月 17 日 

までに申請してください（「高等教育の修学支援新制度」対象者を除く）。 

 

学費等の納入に関するお問い合わせは「学生生活課（学費担当）」まで  

T E L ： 0 5 8 - 3 8 9 - 2 2 0 0 

※「資格課程履修費（資格取得のための授業や学外実習等に関する諸経費）」は、学費等とは別に納入いただいております。 

「資格課程履修費」に関するお問い合わせは「教務課」までお願いいたします。  


